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各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

厚生労働省社会・援護局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の 

一部の施行期日を定める政令について(通知) 

 

 

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定め

る政令（令和３年政令第269号）が本日公布され、地域共生社会の実現のための社会福祉法

等の一部を改正する法律（令和２年法律第52号）による社会福祉法の改正事項として、社会

福祉連携推進法人に関する規定を新設する改正の施行期日を令和４年４月１日としたところ

です。 

各都道府県、指定都市及び中核市におかれましては、本通知の内容について御了知いただ

き、所管の社会福祉法人に周知いただくとともに、各都道府県におかれましては、貴管内の

市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。）に対して併せて周知いただきますようお

願いいたします。 



 （別添） 


